
令和元年第８回瑞穂市教育委員会定例会 次第 

令和元年８月３０日 

 

開会 

日程第１ 令和元年第７回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認について 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

日程第３ 議案第１５号 瑞穂市給食センター運営規則の一部を改正する規則に

ついて 

日程第４ 議案第１６号 瑞穂市次世代育成支援対策協議会委員の委嘱について 

 

日程第５ 意 見 聴 取 平成３０年度瑞穂市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第６ 意 見 聴 取 平成３０年度瑞穂市学校給食事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第７ 意 見 聴 取 平成３１年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第８ 意 見 聴 取 平成３１年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算

（第１号）について 

日程第９ 教育長の報告 

日程第10 そ の 他 教育次長 

教育総務課長 

学校教育課長 

幼児支援課長 

生涯学習課長 

次回教育委員会会議の開催について 

令和元年  月  日（ ）午後 時  分から 

閉会 



議案第１５号 

   瑞穂市給食センター運営規則の一部を改正する規則について 

 瑞穂市給食センター運営規則（平成１９年瑞穂市教育委員会規則第７号）の

一部を改正する規則案を別紙のとおり提出する。 

  令和元年８月３０日提出 

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由 

 令和元年１０月１日より消費税率が引き上げられることに伴い、給食費を改

定する必要があるため、瑞穂市給食センター運営規則の一部を改正するもの。 



瑞穂市給食センター運営規則の一部を改正する規則  

瑞穂市給食センター運営規則（平成１９年瑞穂市教育委員会規則第７号）の

一部を次のように改正する。  

第４条第３項第１号中「及び職員」を削り、同項第４号中「４，７４０円」

を「４，８３０円」に改め、同号を同項第７号とし、同号の前に次の１号を加

える。  

（６） 幼稚園の職員 月額３，７８０円  

第４条第３項第３号中「幼稚園児等及び職員」を「幼稚園児」に改め、同号

を同項第５号とし、同号の前に次の１号を加える。  

（４） 中学校の職員 月額４，８３０円  

第４条第３項第２号中「及び職員」を削り、同号を同項第３号とし、同項第

１号の次に次の１号を加える。  

（２） 小学校の職員 月額４，１００円  

第５条第１項中「園児等」を「園児」に改める。  

附 則  

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。  

 



 

瑞穂市給食センター運営規則（平成19年瑞穂市教育委員会規則第７号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

（給食費） （給食費） 

第４条 略 第４条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 給食費の額は、一人あたり次のとおりとする。ただし、給食月数が1

1回の場合にあっては、８月は徴収しないものとする。 

３ 給食費の額は、一人あたり次のとおりとする。ただし、給食月数が1

1回の場合にあっては、８月は徴収しないものとする。 

(1) 小学校の児童         月額4,020円 (1) 小学校の児童及び職員 月額4,020円 

(2) 小学校の職員 月額4,100円  

(3) 中学校の生徒         月額4,740円。ただし、３年生の３月分は、

2,320円とする。 

(2) 中学校の生徒及び職員 月額4,740円。ただし、３年生の３月分は、

2,320円とする。 

(4) 中学校の職員 月額4,830円  

(5) 幼稚園児           月額3,710円 (3) 幼稚園児等及び職員 月額3,710円 

(6) 幼稚園の職員 月額3,780円  

(7) 給食センター職員 月額4,830円 (4) 給食センター職員 月額4,740円 

（給食費の減額） （給食費の減額） 

第５条 児童、生徒、園児  及び職員が次の各号のいずれかに該当した

ときは、給食費を減額することができる。 

第５条 児童、生徒、園児等及び職員が次の各号のいずれかに該当した

ときは、給食費を減額することができる。 

 (1)～(3) 略  (1)～(3) 略 

２ 略 ２ 略 

 



資　料





消費税の改正に伴う給食費の見直し 

 

 

 

１、消費税の改正及び時期 

  （税率）現行：８％ → 改正後：１０％ 令和元年１０月１日より 

 

２、消費税の軽減税率制度の実施 

   消費税の引き上げと同時に軽減税率制度も実施されます。軽減税率制度は、低所得者

への配慮の観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週

２回以上発行される新聞」を対象に、軽減税率（８％）が適用されます。 

 

３、消費税改正と給食への影響 

  ・賄材料費は、飲食料品の購入であるため、原則、軽減税率の適用となります。 

  ・給食費は、児童・生徒・園児は軽減税率適用。その他は、標準税率（１０％）が適用

されます。    

適用区分 標準税率（１０％） 軽減税率（８％） 

児童、生徒、幼児  〇 

教員や職員など 〇  

   当市の給食費は、特別会計として運営しており、消費税の申告をする必要がある関係

上、標準税率（１０％）が適用される場合は、給食費を見直す必要がでてきます。 

 

４、給食費の改定（案）    

                                    単位：円 

区分 給食費：月額 減額取り扱い規定：日額 

現行 １０％ 改定後 増減 現行 １０％ 改定後 増減 

中学校生徒 4,740  4,740 0 260  260 0 

 同 職員 4,740 4,827 4,830 90 260 265 270 10 

小学校児童 4,020  4,020 0 220  220 0 

 同 職員 4,020 4,094 4,100 80 220 225 230 10 

幼稚園児 3,710  3,710 0 210  210 0 

 同 職員 3,710 3,778 3,780 70 210 213 220 10 

給食センター職員 4,740 4,827 4,830 90 260 265 270 10 

  ※端数整理は、給食の質を確保する観点から１０円未満を切り上げています。 

  ※日額の１０％は、改定後の月額×11 月÷200 日（幼稚園は 195 日）で算出していま

す。 



 

 

                     ※「よくわかる消費税軽減税率制度（国税庁）」より。 



 

 

※「消費税軽減税率の手引き（国税庁）」Ⅱ軽減税率の対象品目より抜粋。 



議案第１６号  

   瑞穂市次世代育成支援対策協議会委員の委嘱について  

 瑞穂市次世代育成支援対策協議会委員に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂市

教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第

１１号の規定により教育委員会の議決を求める。  

  令和元年８月３０日提出  

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由  

 瑞穂市次世代育成支援対策協議会委員の公募に応募があったことから、瑞穂

市附属機関設置条例（平成２０年瑞穂市条例第３０号）第４条第２項の規定に

より、瑞穂市次世代育成支援対策協議会委員を委嘱するもの。  



氏　名 任　期

1 中林　由紀子
令和元年１１月２６日から
令和２年３月２５日まで

市民代表 公募委員

瑞穂市次世代育成支援対策協議会委員

備　考　（　委　員　構　成　区　分　）



意見聴取  

   平成３０年度瑞穂市一般会計歳入歳出決算の認定について  

 平成３０年度瑞穂市一般会計歳入歳出決算の認定について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定によ

り、瑞穂市教育委員会の意見を求める。  

 令和元年８月３０日提出  

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平

成３０年度瑞穂市一般会計歳入歳出決算を議会の認定に付すことについて、瑞

穂市教育委員会の意見を求めるもの。  



意見聴取 

平成３０年度瑞穂市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 平成３０年度瑞穂市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９

条の規定により、瑞穂市教育委員会の意見を求める。 

  令和元年８月３０日提出 

                瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明 

   提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平

成３０年度瑞穂市学校給食事業特別会計歳入歳出決算を議会の認定に付すこと

について、瑞穂市教育委員会の意見を求めるもの。 



意見聴取 

   平成３１年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号）について 

 平成３１年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号）について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定によ

り、瑞穂市教育委員会の意見を求める。 

  令和元年８月３０日提出 

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由 

 令和元年第３回瑞穂市議会定例会への議案提出につき、瑞穂市教育委員会の

意見を求めるもの。 



意見聴取  

   平成３１年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第１号）について  

 平成３１年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第１号）について、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９

条の規定により、瑞穂市教育委員会の意見を求める。  

 令和元年８月３０日提出  

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由  

 令和元年第３回瑞穂市議会定例会への議案提出につき、瑞穂市教育委員会の

意見を求めるもの。  


